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要約

バブル経済期とその崩壊期を含む東京都の土地取引の特性について分析した。まず、全

届出データによる分析では、バブル最盛期の平成2年が取引件数もピークであること、法

人関連の取引が件数・指導率・契約価格/処理価格比のいずれにおいても全体の傾向を引っ

張っていることが指摘できた。次に、地区特性別のサンプルによる分析では、都全体の傾

向と必ずしも一致しない傾向が少なからず見られたが、その中で、都心業務地区や住商混

在地区と住居専用地区とでは指導率や契約価格/処理価格比において絶対値や変化動向の

点で差が見られた。また、土地利用の転換傾向においては、商業系への転換が多く意図さ

れる傾向が見られている。

1 .はじめに

本稿は、東京都内の土地取引関連のデータをも

とに、いわゆるバブル期における土地取引の特性

を示すものである。以下の論考のもととなった基

礎資料の提供に当たっては東京都庁のご協力を頂

いた。冒頭に感謝の意を表しておきたい。

バブル経済とその崩壊は種々の事象に影を落と

しているが、地価の異常な高騰とその後の不動産

不況はその最たるものと言えよう。ここでは、地

価高騰の最中にあった平成元年より、平成3年以

降の地価下落期を経て、東京都における地価監視
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区域の届出面積が緩和される平成6年までのデー

タを用い、土地取引の東京都全域の傾向、地区特

性別の傾向を届出件数、指導率、契約価格/処理

価格比の 3指標を中心に用いながら、いくつかの

視点で分析する。また最後には、土地利用の転換

傾向を示すこととする。

2.全届出データによる分析

まず、東京都による「土地取引関連資料Jを用

い、都全体における傾向を分析する。
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2. 1 届出件数および指導率

(1) 法人・個人別届出件数・指導率

表 1に、取引の主体別処理件数(届出件数に同

じ)ならびに指導率を、届出件数のグラフを図 1

に示す。これによれば、届出総数のピークは平成

2年で、一般に言われている都内の地価のピーク

とも一致し、それ以降は減少傾向にあることがわ

かる。その中でも特に、個人→法人、法人→法人

といった法人の購入の届出が減少しており、バブ

ル期の取引を引っ張ったのは、これら法人がらみ

の土地取引であったことが推測される。一方、個

人の購入はバブル崩壊後もそれほど衰えてはいな

い。

図2は、指導率、すなわち届出件数に対する指

導を受けた件数の割合をグラフにしたものである。

やはり、法人の購入の際の指導率が個人の購入の

場合に比べて対象期間を通じて高く、法人がらみ

の取引に問題が多かったことが指摘できる。また、

法人→法人以外の指導率のピークは届出総数と同

じ平成2年である。

(2) 用途地域別届出件数・指導率

次に、表2に用途地域(平成4年の改正以前の

ものを指す)別の届出件数および指導率を、届出

件数のグラフを図3に示す。東京都全体では、住

宅系の地域特に第一種住居専用地域の土地取引が

多いが、商業地域や準工業地域におけるものも少

なからずある。実際は、市区によってかなり差が

あるものとなっている。

また、用途地域別指導率のグラフを示したのが

表 1 取引主体別・年別処理件数及び指導率

思混入|滋受人
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人

京 個 人
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計
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21. 8 25. 1 
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図1 取引主体別届出件数の変化 図2 取引主体別指導率の変化
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表2 用途地域別・年別処理件数及び指導率

江主E 2年 3~ 4~ 5~ 6~ 備 考

27.1 38212841233 注
(2l. (19) (2l. 776) I <19.014) I (15.562) <18.238) I ( 3.1(6) )内は

処理件数.

26.8 25.2 
( 7. (96) ( 8.837) I ( 7.936) (5.664) r ( 6.513) ( 1. 022) 6~は l 月~

6Aまでの集

2821368|279 21. 8 計である.

( 6.216) I ( 6.665) I ( 5.867) ( 3.859) I ( 4.128) ( 1. 014) 

28. 0 25.S 
( 3.724) I ( 4.505) ( 4.013) I ( 2.292) ( 2.577) 638) 

32. 3 38. 3 
( 7.277) ( 8.829) I ( 8.140) ( 4.658) I ( 3.715) 726) 

30.4 39.5 24.1 28.1 
( 4.811) ( 4.899) ( 5.383) I ( 3.071) ( 3.297> 836) 

36. 9 36. 0 
531) (99) I ( 617) 353) 373) I ( 113) 

24.4 38. 1 34.0 36.2 26.0 11.9 
131) (2) 50) (7) 50) 28) 

285I3761292 27.2 28.0 27.2 
(5l. 605) I (56.052) I (51. 020) (35.506) (38.891> ( 7.523) 

図4であるが、用途地域別の明確な差異は読みと

れない。しかし、平成2年の指導率が他年に比べ

て高いことは、商業地域を除いて共通した傾向で

ある。バブル経済のピーク時に、問題のある土地

取引が広く存在したことが示唆されている。

(3) 面積規模別届出件数・指導率

図3 用途地域別届出件数の変化
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表3は、取引の面積規模別に届出件数および指

導率を示したもので、図 5は届出件数のグラフで

ある。 1∞m'~2∞ぱの取引が最も多いが、図 6 に

示したように、都心区では、 100m'未満の土地取

引もかなり多く、土地の細分化が進行しているこ

とが伺われる。50ω% 

40.009も

30.0Mb 

20.00% 

10叩%

000'も

・平成2年
・平鹿3年
ロ平成4隼
・平底s'事

l檀住専 2橿住専 住居 近商 商軍 準工 工 工事

函4 用途地域別指導率の変化

図7の面積別指導率においては、概して規模が

大きくなると、指導率が高くなる傾向が見られ、

やはり、平成2年の指導率が高いものが多い。大

規模な地上げ等がバブルの最盛期に行われ、土地

取引に問題を生じたと考えられる。
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表3 面積規模別・年別処理件数及び指導率

冗 ヰ 2写 3年 4年 5年 6~ 備 考

24.2 25. 1 注

東 1 0 0 rJ禾滋 ( 7.844) (10.362) I (10.441) ( 7.375) ( 7.863) I ( 1. 764) )内は

処理件数。

1 0 0 rJ以上
26Elmlm  234|2561268 

京 2 0 0 rJ未満 (25.821) I (26.010) I (23.121) (17.024) I 08.985) I ( 1. 666) 6年は '1月~

6月までの集

2 0 0 rJ以上 29. 8 28. 5 28.0 25.8 計である.
都 3 0 0 rJ来渇 ( 8.305) ( 8.748) I ( 7.331) ( 4.762) ( 4.987) 585) 

3 0 0 rJ以上 32614221358 35. 4 33.7 27.7 
5 0 0 rJ来漏 ( 5. (80) I ( 6.072) I ( 5.339) ( 3.367) ( 3. 552) ( 1. 630) 

5 0 0 trl以上 38.1 41. 3 37.7 31. 7 
1000rJ末論 ( 2. 954) ( 3.375) I ( 3.3(8) ( 2.080) ( 2. 273) ( 1. 190) 

1000rJ以よ 川 |4711393 42.5 36.8 33.6 
200 0 u{朱漏 ( 1. 109) I ( 1. 2，u) I ( 1. 378) 845) ( 1.101) 532) 

30.1 42.4 41. 7 36.5 
200 0 uf以上 727) 676) I ( 823) 510) 6(5) 337) 

28.5 27.3 28.1 27.3 
計 (52.240) (56.491) ! (51.181) (35.963) (39， 406) ( 7.704) 
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東京都(全体)

J()(四

畠田
島田

島
町
田曲

25αlO 

1佃 m来i筒 1凹ー2叩 2曲 叶田 3曲寸曲 気潟、川旭 川畑、笈別 拙lO以上

60.00% 

50.00% 

40.00% 

30.009も

20.00% 

10.001Jも

0.0011も

図5 面積規模別届出件数の変化(東京都全体) 図7 面積別指導率の変化
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図6 面積規模別届出件数の変化(都心A区)

2.2 契約価格/処理価格の割合

(1) 法人・個人別

表4に示すのは、取引の主体別に集計した処理

価格(審査主体の提示した指導価格または指導が

ない場合の予定価格)に対する契約価格の平均パ

ーセンテージである。これによると、差は僅かず

つではあるが、元年~6 年を通じて一貫して、

個人→個人>法人→個人

>個人→法人>法人→法人

という不等式が成立し、法人がらみの契約価格/
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処理価格の割合が個人がらみのそれを下回ってお

り、法人がらみの取引特に法人が購入する取引が、

より契約価格を引き下げていたことがわかる。こ

れは、前述の指導率の傾向と考え合わせれば、法

人がらみの取引が、当初の取引予定価格を高く設

定しすぎて指導を受け、実際にはさらにその指導

価格を下回る価格でしか契約が成立しなかったこ

という読み方が可能である。

年度間の差異については、総取引件数や指導率

と同様平成2年がピークとなっており、バブル期

には、指導価格や当初予定価格と差の少ない形で

契約が成立していたが、バブル崩壊後は、処理価

格以上に契約価格の方が下落していったことが示

されている。

(2) 用途地域別

同じパーセンテージを用途地域別にみたものを

表5に示す。これも差はさほど大きくはないが、

概して近隣商業地域での値が対象期間を通じて低

く、比較的利便性が高くまた用途の混在もある程

度認められている地域での当初の価格設定に無理

があったことを示唆している。

それに対して、第一種住居専用地域や工業専用

地域(平成3年を除く)では、概してパーセンテ

ージは高く、特定用途に純化した地域では、設定

された価格と実際の取引価格との差は相対的に少

なかったということができる。しかし、前述のと

おり、差はさほど大きいものではない。

(3) 面積規模別

同様に、表6に面積規模別に見たパーセンテー

ジを示す。法人・個人別、用途地域別と同様、差

は少ないが、概して面積の広い物件に低い値が多

い傾向がある。特に、 l000rrt~筑間1m'のものが、

平成2年以外の各年ではボトムになっており、前

述の指導率の傾向と同様に、大規模な土地取引に

おける価格設定の問題を示している。

3.地区別サンプルデータによる分析

次に、東京都「届出台帳」をもとに、笈削ぱ以

上および一団の土地を構成するものについて、土

地取引データを地区特性別にサンプル抽出し、前

節と同様の分析を行った。

抽出したサンプルの地区特性別・行政区別件数

を表7に示す。性格の異なる 3種類の住宅地(住

商混在地区、住居専用地区、木賃密集地区)を基

本にしながら、比較のために都心業務地区、住宅

地化のポテンシャルのある地域として工場跡地地

区、市街化区域内農地からもサンプlレを取った。

なお、サンプルとした町丁目選定の具体的な基準

は、表8に示すとおりである。

表4 取引主体別・年別契約価格/処理価格の平均割合

限人|援受人 π岩手 2年 3 王手 4 王手 5年 6年 備

れ!)I 川|川 89. 2 注

東 法 法 人 ( 4.714) I (‘ 4.777) I ( 4.164) ( 2.939) ( 3.001) I ( 861) )内は

処理件数.

人 94. 2 95. 5 93.0 90.5 
京 個 人 ( 4.899) ( 4.852) ( 4.861) ( 4.644) ( 4. ;62) I ( 735) 6年は 1月 ~

6月までの集

92.1 93. 9 92. 4 8961896I898 計である.

都 個 法 人 ( 9.908) (11.070) ( 8.030) ( 4.382) I ( 5.289) I ( 1. 244) 

人 96. 2 96.0 94.7 95.2 
個 人 ( 8.785) ( 8.294) (10.485) ( 8.(98) ( 9.2(2) I ( 861) 

93. 5 94.4 93.1 92.1 
計 (28.306) (28.993) (27.540) (20.463) (22.294) I (3.701) 
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表5 用途地域別・年別契約価格/処理価格の平均割合

元是正 2年 3~ 4~ 5~ 6年 備 考

94419571939 92.4 注
東 一 種 信 尊 (12.150) I (12.178) I (10.115) ( 9. (38) (10.110) I ( 1. 649) )内は

処理件数。

937l934l931 93.0 92. 4 88. 4 
京 ー 覆 包 尊 ( 3.8(2) I ( 4. 2o.[) I ( 3.991) ( 3.131) ( 3.619) 515) 6王手は l月 ~一

6月までの集|川|川 |927 92. 0. 91. 9 91. 4 計である.
都 住 居 地 減 ( 3.246) I ( 3.10.4) I ( 2.880.) (2.111) ( 2.365) (55) 

928|922I914 89. 3 89. 4 89.3 
近隣商業地媛 ( 1. 989) I ( 2. 1(0) I ( 1. 91 U ( 1.154) ( 1. 366) 218) 

905|934l 川 91. 4 91. 1 90..8 
商 業 地相ま ( 3.114) I ( 4.316) I ( 4.085) ( 2.(38) ( 1. 922) 30.1) 

山 |941lBis 91. 4 90.0 88. 4 
準工業地織 ( 2.690) I ( 2.590) I ( 3.033) (1.154) ( 1.814) 338) 

9511945l 92.6 91. 1 90.9 93.3 
工 業 地 媛 276)1( 2i4il( 303) 193) 208) 54) 

957iul  871 95.1 98.5 98.1 
工業専用地犠 84) I ( 18) I ( 23) 21) 34) 17) 

935iuI931  92. 1 92.2 90.9 
計 (27.991) I (28.821) I (27.061> (20.252) (22.038) ( 3.607) 

表6 面積規模別・年別契約価格/処理価格の平均割合

πー二』平 2年 3年 4年 5年 6年 備 考

9 28 19 47 192619201ω1906  
注

東 100trl未満 ( 4.603) I ( 5.955) I ( 6.330) I ( 4.631) I ( 4.701) I ( 180) )内は
処理件数。

lo.o.trl以上 942|9501939 93.1 93. 7 92.7 

京 200trl禾漬 (14.0.71) I (13.440) I 02. (10) ( 9.969) (1o..704) 824) 6年lま1月~
6月までの集

200trl以上
山 1 9 4 5 | 9291u 92.5 92.8 計である@

部 3o.Otrl 未満 ( 4.484) I ( 4.372) I ( 3.632) I ( 2.596) ( 2.751) 291) 

30o.trl以上 92.6 89. 8 90. 1 91. 1 
500trl未満 ( 2.795) ( 2.814) I ( 2.528) (1. 658) ( 1. 934) 810) 

5 0. 0 u{以よ 9191 川 |92 0 88.8 88. 7 89.0. 

1000trl未満 ( 1.453) I ( 1.547) I ( 1.578) 958) ( 1.254) 588) 

1000trl以上 910i9221 90.9 88.3 88. 0 88. 0 
2000trl未満 527) I ( 542) I ( 642) (18) 60.4) 245) 

92.0. 92. 4 92. 2 91. 6 89. 3 
200 0 trl以上 373) 263) ¥ ( (20) 233) 3(6) 163) 

935iU1931  92. 1 
計 (28.306) I (28.993) I (27.540) (20. (63) (22.294) I ( 3.701) 

※処理価格は、審査主体の提示した指導価格若しくは指導がない場合の予定価格である。
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表 7 地区特性別・行政区別サンプル件数

港 区 文京区 世回谷区 江戸川区 八王子市 町田市
合計

地区 件数 地区 件数 地区 件数 地区 件数 地区 件数 地区 件数

都心業務地区
虎ノ門1丁目 小石川 1丁目

28 104 132 
虎ノ門5丁目 後楽2丁目

小石川6・7丁目

住商混在地区 六本木6丁目 55 白山 5丁目 17 
玉川 1丁目

9 平目6丁目ほか ω 小安町 6 原町田 61 1!渇
玉JJl2丁目

周辺地区

東玉JI12丁目

祖師谷3丁目 北小岩4・5・7丁目

住居専用地区 元麻布1丁目 16 弦巻1丁目 34 江戸川河・ 6丁目 初 南陽台 9 
っくし!野

143 222 
金井

弦巻2丁目 ほか周辺地域

玉川台1丁目

本賃密集地区
太子堂4丁目

16 16 
太子堂5丁目

船堀6丁目ほか
工場跡地地区 18 18 

周辺地区

石川町
市街地区域農地 164 高ヶ坂 21 185 

堀之内

その他 2 16 13 2 34 

合計サンプル 101 o I 137 。72 。90 o I 180 o I 225 805 

表 8 サンプル抽出対象地区の選定基準

①都，(.，胡臨地区 -港区を対象に以下の要件をともに満たしている地区を摘出
-1988-'93年の人口枇j，$bSZO%を超える町丁目(港区全体でli16%の減少}

-1993年の人口密度が 7，500人/km'未満の町T目(港区全体では 7，523人/km')
(資料:住民基本台帳}

-当該町T自の用途地経が緩ね商業地減である町T目

-文京区を対象に以下の要件をともに満たしている地区を抽出

-当該町了自の用途I自活が緩ね商業地域である町T!3

②住商混在地区 -以下の劃牛をともに満たしている地区を他出
。商業系用途{商業地娘、近隣商業地媛}と住居系用途(住居地域、第二種住居専用t由峨)地帯悔し、道路

等により一体的な地区が形成されている町T呂
-1988-'93年に人口と世帯数が枇炉した町T自は京区を除〈区市)
-人口密度が当該区市の平勾よりも高い町丁目(資料:1993年住民基本台帳) (文京区を除く区市)

-人口が町T目平均よりも大きい町T目(文京区を除く区市)

③住居専用地減 -以下の要件をともに満たしている地区を抽出
-港区、および江戸川区では第二種住居専用地区を包含する町丁呂
-上記の区を除く区市では第一種住居専用地区を包含する町丁目
-住宅地の品等が比較的高い町丁目を‘地価公示(平成6年)調査の慌滋地周辺の土地帯IJ用状況の記館等か

ら抽出

④木賃奮集地区 -世田谷区を対象に抽出

-r市街地住宅密集地区再生事業Jの該当地区

⑤工場跡脳血区 -江戸川区を対象に以下の要件をともに満たしている地区を抽出

-工業系の用途地綾
-1988~'93年に人口と世帯数が地加した町了目

⑤市街化区域内農地 -町田市および八王子市を対象に抽出
-i出価公示(平成6年)調査より、保樹幽萄辺の土j断IJ問状況の記事Eが、市街化区域内農I世の存在に言及し

ている町T目
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3. 1 サンプル数および指導率

表9に、各地区特性別のサンプル数の変化を示

す。これによれば、都全体の届出件数のピークで

ある平成2年と一致するのは住居専用地区のみで、

住商混在地区と市街化区域内農地が平成3年、都

心業務地区と木賃密集地区が平成4年、工場跡地

が平成5年と、ピークは地区特性ごとに微妙に異

なることがわかる。

また、表10の指導率のピークも平成2年ではな

く、平成4年のものが多い。地価の下落が始まっ

た後も局地的に見れば、取引は少なからず行われ

ているといえる。また前述したように、唯一法人

から法人への取引の指導率が、平成4年をピーク

とすることとも呼応していると思われる。特に、

平成4年の都心業務地区の指導率は他の年と比較

して際だって大きく、バブル崩壊後のいわゆる

「後始末j的な取引を行おうとする売却側の意図

以上に地価の下落が激しく、その結果指導を受け

るものが多かったのではないかと推測される。住

商混在地区にもその傾向は見られる。不動産融資

の総量規制が一般の金融機関については平成2年

に適用されたのに対し、住専関連の一部のものに

ついては見送られていたことも微妙に影響してい

る可能性も捨てきれない。木賃密集地区、工場跡

地地区はサンプlレ数が少ないが、前者については、

指導率がOであることは注目される。

表 9 地区特性別・年別サンプル数
地減区分 平成 1年 平成2年平成3年平成4年平成 5年 総計

都.(.、業務 21 19 26 59 71 132 

住商混在 43 51 61 27 161 198 
住居専用 44 73 33 20 521 222 

木賃密集 。 4 。 11 16 
工場跡地 7 。 91 18 
市街地区域内農地 11 17 71 27 591 185 

その他 7 4 9 10 41 34 
総計 127 169 207 154 148 805 

表10 地区特性別指導率の変化

同事1R7t 平成 1年 平成 2年平成3年平成 4年平成 5年

都.l.、業務 14.29% 42.11% 26.92% 77.97% 28.57%1 

住商混在 55.81 % 17.65% 14.75% 51.85% 43.75% 

住居専用 15.91% 8.22% 9.09% 35.00% 44.23% 

木賃密集 0.00% 。∞% 0.00% 0.00% 0.009も

工場跡地 0.00% 100.00% 42.86% 33.33% 

市街地区域内農地 18.18% 47.06% 25.35% 70.37% 54.24% 

3.2 契約価格/処理価格の割合

同様のサンプルについての、契約価格/処理価

格の割合を表11に示す。平成4年の都心業務地区、

各年の住商混在地区において処理価格ぎりぎりの

契約が結ぼれている。特に、平成2年、 4年では

処理緬格を超えるケースがあることが示されてお

り、前述の都全体の傾向とは裏腹に、局地的に見

ると、かなりタイトな取引が成立していたことを

物語っている。一方、住居専用地区では、バブル

のピークにおいて両価格のギャップが大きく、地

価下落後、処理価格と契約価格が接近するという

特徴を示している。いわゆる、実体のある需要を

中心とした地区の特徴を示していると言える。

4.土地取引に関係した土地利用の実態

最後に、前章のサンプルデータを用い、その利

用現況と取引後予定された利用目的を抽出し、地

区特性別に土地利用の転換動向を調査した。

表12は、地区特性別に土地利用の転換動向を示

したものである。都心業務地区においては、一見

してのとおり、ほとんど住宅系から商業系への転

換が意図されている。また、住商混在地区のサン

プルでも、住宅系(多くは集合住宅と思われる)

や資産保有への転換も若干見られているが、 Jやは

り商業系への転換が多い。また、木賃密集地区で

も、商業系(多くは併用住宅と推測される)から

商業系への移行が一番多いという結果になる。

一方、住居専用地区においては、住宅系から住

宅系へが中心である。その他から住宅系への移行

も少なからず見られている。工場跡地地区や市街

化区域内農地も住宅系への転換が主流を占めてい

表11 地区特性別契約価格/処理価格の変化

地域区分 平成 l'年平成2年平成3年平成4年平成5年 総計

都-L、業務 97.669も 95.75% 95.20% 叩 00% 96.959も

住商混在 99.99% 101.089も 99.99% 田口'7% I∞51% 

住居専用 60.28% 59.499も 91.189も 93.85% 86.42% 63.159も

本質密集

工場跡地 I凹 00% l回佃%

市街地区法内農地 91.29% 叩凹% 93.60% 99.50% 89.16% 92.45% 

その他 1叩 009も l叩 02% 100.凹% 100.01% 
総計 78.97% 77.65% 94.939も 98 .4 1~も 90.96% 82.08% 

楽空白は、契約圃槽または匹理面格{指導価格)のデータがなかったもの



却玉川:バブル期における土地取引の特性

地区特性別土地利用転換動向表12るが、その他(多くは山林・原野)からは資産保

有が過半数を占めるという傾向にある。
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以上、バブル期とその崩壊後を含む期間の東京

都の土地取引の特性をまとめてみた。全体におい

ては、バブル最盛期の平成2年が取引件数のピー

クであること、法人関連の取引が件数・指導率・

契約価格/処理価格比のいずれにおいても全体の

傾向を引っ張っていることが指摘できた。

一方、地区特性別に局地的傾向を見ると、件数

のピークの時点がぱらつくなど、都全体の傾向と

必ずしも一致しない傾向が少なからず見られた。

しかし、その中で、都心業務地区や住商混在地区

と住居専用地区とでは指導率や契約価格/処理価

格比において絶対値や変化動向の点で差が見られ

た。

また、土地利用の転換傾向においては、商業系

への転換が多く意図される傾向が見られたO

以上を考えあわせ、あえてまとめるとすれば、

いわゆる“実需"に見合った取引よりも“ころが

し"の意図されやすいケースに、バブル経済の原

因および結果双方にからむ問題点を見てとること

が改めて指摘できると言えるだろう。地価算定の

あり方から、土地利用規制、土地関連金融ならび

に土地税制に広く関連する課題が、そこには横た

わっていると言えよう。
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This article analyzes the buying and selling of land in the Tokyo Metropolitan Area 

during and after the period of the Japanωe“bubble"民:onomy.

Firstly， data from the whole metropolitan area shows that the trading peak of 1990 

coincided with the peak of the bubble. Companies were the major players in land dealings. 

Secondly， the sample data from six specific areas reveals that between land in central 

business areas and land in peripheral residential areas， there was some difference in both 1) 

rates of guidance enforcement by the metropolitan government， and 2) the contract value / 

initial value ratio. 

Thirdly， when we see how the land was used after being sold， commercial business areas 

expanded in the ωntral areas while some lots were left idle or under-utilized. 




